
（別紙）

　ごみの減量化・資源化を促進するため、軽微なルール違反物については、次のとおり取扱うこととします。
　「ごみと資源の日程・出し方」によらず、一般ごみ、プラスチック又はペットボトルとの混在を除き、次の
とおりすることとします。

（１）資源と一般ごみが混在している場合

№ 項　目 対　応　

1 １品又は少量 収集しない

2 同等 収集しない

（２）「資源の日」にペットボトル・プラ製容器包装が混在している場合資源、プラスチック及びペットボトルが混在している場合

№ 項　目 対　応

1 １品又は少量 収集しない

2 同等 収集しない

（３）その他
ア　ごみと資源の日程・出し方から許容して収集する範囲

①     使用済食用油 対　応

　購入時の容器（かんを除く）、500ｍℓ以上のペットボトル、ラベル付きの
ペットボトルに入っているもの及び未開封の物（かんを含む）

収集する

② 金物類 対　応

　50㎝以上の物 収集しない

③布類 対　応

　濡れている物

収集する
※ただし、明確に水滴等が
確認できたものは残渣扱い
とするので、中間処理施設
で荷下ろしする際に申し出
ること。

④ かん類・びん類 対　応

　未開封の物（中身が入っている物） 収集しない

⑤ 紙類 対　応

　ガムテープで束ねた物 収集する

⑥ 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計 対　応

　ガムテープで束ねた物 収集する

資源のルール違反物の取扱いについて
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⑦ 有害ごみ（のうち電池類に限る） 対　応

　排出日誤り

収集する
※ただし、オレンジ色の
ルール違反シールを曜日看
板等に貼付して収集のこと
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